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Ⅰ 事業の概要 

１．事業の趣旨 

文化財や伝統文化を通じた地域の活性化を図るため、現在、日本の各地域で文化財をパッケージ化

（以下、「文化財群」という。）し、歴史的経緯を踏まえたストーリー上に位置づけ、その情報を国

内外に発信する取り組みが進んでいる。また、地域の中には、文化財群によるストーリー形成により、

より効果的に国内外への発信が可能となり、地域活性化につなげていける潜在的な資産が存在する。  

このような状況を踏まえ、現在行われている取り組みの実態や課題を把握するとともに、有識者等

からなる検討委員会での議論を通じて、文化財のパッケージ化及びストーリー構築の在り方や国内外

への戦略的発信の推進方策等について研究し、今後の地域活性化方策につなげていくため、「日本遺

産」としての事業の創設について検討することを目的に、「日本遺産調査研究事業」を実施する。  

 

 

２．事業の構成 

（１）文化財のパッケージ化及びストーリー構築等に関する実態調査  

既往の調査研究や委員会の委員からの推薦・紹介を踏まえて、文化財のパッケージ化及びストーリ

ー構築、国内外への情報発信等を先進的に実施している事例（10事例程度）を抽出した。抽出にあた

っては、単一の市町村内において文化財群のストーリー構築を図っているもの（「地域型」）と市町村

横断的に同様のストーリーを有する文化財群をまとめたもの（「シリアル型（ネットワーク型）」のそ

れぞれの視点を踏まえて事例を抽出した。 

抽出した事例については、現地調査を実施し、文化財群の実態や歴史性、継承の実態と課題、各種

戦略（情報発信、人材育成、環境整備等）の実態と課題、推進体制等について、文献調査や関係者へ

のヒアリングを通じてとりまとめた。 

 

（２）文化財のパッケージ化及びストーリー構築等を図る上での課題研究  

（１）の事例調査等を踏まえ、文化財をパッケージ化しストーリー構築を図る上で、ストーリーに

関する地域内外での認知や共感の図り方・継承に関する課題、効果的な情報発信、人材育成、普及啓

発、環境整備等について課題を整理した。  

 

（３）委員会 

日本遺産事業創設について様々な分野の専門的知見から調査研究を行うため、有識者委員（５名）

で構成される委員会を３回開催した。 
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３．事業スケジュール 

 日本遺産検討委員会 調査等 

8月 ― 

○先行実態調査（３地域） 

・岐阜県高山市：飛騨高山の伝統的街並みと屋台祭礼 

・岡山県総社市（岡山市）：吉備国「吉備路」を巡る歴史 

・愛媛県今治市：日本総鎮守「大山祇神社」と水軍の歴史 

    ↓ 

○日本遺産事業（素案）の検討 

9月 

第１回委員会（Ｈ26.9.1） 

○「日本遺産」事業について 

○先行実態調査の結果報告 

○その他（今後の予定など） 

○実態調査（追加地域：７地域程度） 

    ↓ 

○日本遺産事業（案）の検討 

…第１回委員会及び上記調査を踏まえ具体的な事業内容

を検討 

10月 ― 

11月 ― 

12月 
第２回委員会（H26.12.1） 

○「日本遺産」事業の詳細設計 

○実態調査の補足 

    ↓ 

○日本遺産事業の検討 

…第２回委員会及び上記調査を踏まえ、事業要綱等を検

討 

 

○調査事業のとりまとめ 
1月 ― 

2月 
第３回委員会（H27.2.26） 

○「日本遺産」事業のまとめ 

 

 

3月 ― 
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（２）調査方法 

①文献調査 

調査対象地域に関する既往文献を踏まえて、地勢や人口等に関する「地域の概要」、「地域の歴

史・文化財等の概要」について整理した。 

 

②ヒアリング調査 

調査対象地域の自治体職員を中心に、以下の調査項目をもとにヒアリング調査を実施した。 

【ヒアリング調査項目】 

１．グルーピングされている文化財群の所在、実態等について 

 グルーピングされている文化財群の名称・文化財の種類・指定等の有無・所有者・管

理団体・文化財の概要について（名称、種類、指定・登録等状況、所有者、管理団体、

概要） 

 

２．関連する文化財群を結びつけるストーリー（歴史的経緯）について 

 関連する文化財群を結びつけるストーリー（歴史的経緯）について 

 ストーリー（歴史的経緯）定着に係るエピソードについて、また、これらストーリー

が、地域住民にどの程度ストーリー（歴史的経緯）が定着しているか、住民の気持ち

の変化（誇りの醸成など）について 

 

３．文化財群の活用・情報発信等による地域活性化の取組の実態と課題 

①情報発信 

 地域、国内外それぞれへの情報発信に関する取組（事業）について 

（取組・事業名称、実施主体、情報発信の対象（国内外）、情報発信手段、費用（財

源確保）、効果、連携体制・役割分担、成功要因・反省点、今後必要と考えられる

支援制度等） 

②人材育成・普及啓発・継承事業 

 シンポジウム・フォーラム、セミナー、学校の総合学習、副読本、生涯学習、ガイド

ブック等の取組状況について（取組・事業名称、実施主体、取組内容、費用（財源確

保）、効果、連携体制・役割分担、成功要因・反省点、今後必要と考えられる支援制

度等） 

③環境整備事業 

 サイン看板、展示施設等の整備の取組状況について（取組・事業名称、実施主体、取

組内容、費用（財源確保）、効果、連携体制・役割分担、成功要因・反省点、今後必

要と考えられる支援制度等） 

 

４．その他 

 その他、文化財群の保護・活用に関するご意見等 
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＜関連文化財群の関係図＞ 

 

 

＜「城下町高山の町人生活と祭礼」の概要＞ 

高山市の歴史文化資源として重要なものに、金森氏を起点とする城

下町高山に関するものがあり、三町伝統的建造物群保存地区などをは

じめとして、1970年代から継続的に保存の努力が積み重ねられてい

る。また、こうした歴史的町並みの周辺にも、かつて武家地であった

空町、寺町として配された東山寺院群、自然の堀として利用された江

名子川など城下町を形成する様々な要素がパッチワークのように計

画的に配されており、こうした周辺要素が総合的に保全活用される必

要がある。 

１．城下町の構成に忠実な都市構造の継承 

城下町は、城郭を中心に、武家地･町人地･寺社地･堀等が総合的に

計画されている。 

２．祭礼を中心とした町人文化と地域コミュニティ 

町並みと同様に高山城下町に根付いているのが、高山祭を中心とし

た祭礼とこれを基にしたコミュニティである。高山祭では、祭礼とと

もに地域（屋台組）ごとに豪華絢爛な屋台が継承され、これを収納す

る屋台蔵など、屋台を中心とした地域文化も継承されている。こうし

た文化は、城下町にとどまらず、周辺地域に伝播している。 

３．町人文化の現代的「継承」 

全体の調和を重んじる「相場」文化など、高山城下町に醸成された

有形・無形の町人文化も貴重な歴史文化である。しかも、こうした文

化が、遺産ではなく自然と現代に継承されている点が高山の文化の特

徴である。 

 

出典：高山市『高山市歴史文化基本構想』 

出典：高山市『高山市歴史文化基本構想』 
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母乳の出がよくなるよう祈願すると

よいとされる。 

 また、他の土地のカッパは青い顔とされるが、遠野のカッパ

の顔は赤い。 

・卯子酉様（うねどりさま） 

 愛宕山のふもとにある恋愛の神

として知られている神社。昔は大

きな淵があり、その淵の主に願を

かけると、男女の縁が結ばれたと

いう。 

・五百羅漢 

 江戸時代中期の天明期に刻まれ

た石造群。遠野はしばしば冷害に

よる凶作に見舞われ、多くの被害

者を出した。餓死した犠牲者の霊

を供養するため、数年をかけて花

崗岩に羅漢像が線彫りされた。 

・デンデラ野 

 60歳を超え、働き手として機能し

なくなった老人はすべてここへ

追いやるという風習があった。

「蓮台野」が訛って「デンデラ野」

となったという。 

 

・柏木平の砥森（ともり）神社 

享保13年(1728)に建立されたと

いう棟札が残っている。嘉永5

年(1852)の再興棟札、御宮再建

寄付額が残っていることから、

現在の社殿はこれ以降に建立さ

れ、近年修繕されたものである。

昔はここからも砥森山に登ったという。この他に下宮守、花

巻市東和町田瀬にも砥森神社があり、砥森山が篤く信仰され

ていたことがわかる。元朝参りは詣でる時間を決め、富くじ

を行うため住民総参加で大賑わい。9月第2日曜日には祭りも

行われ、郷土芸能が奉納される。 

 

 

 

 

 

遠野遺産 

 

 

 

 

 

出典：WEBｻｲﾄ『遠野時間』 

出典：WEBｻｲﾄ『遠野時間』 

デンデラ野（撮影：調査員） 

出典：WEBｻｲﾄ『遠野時間』 
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る。若狭で生産された塩は、奈良の都へ税（調塩）として納

められていた。 

 
出典：WEBｻｲﾄ『福井県の文化財』 

○お水送り 

 ３月１２日に奈良東大寺二月堂で行われる｢お水取り｣に先が

けて、毎年３月２日に行われる小浜市神宮寺の｢お水送り｣は、

奈良と若狭が昔から深い関係にあったことを物語る歴史的な

行事である。 

○若狭神宮寺 

 本堂は桧皮葺入母屋造り。和様の中に随所に大陸の様式を取

り入れる中世末天文22年（1553）の建造物。神宮寺仁王門は

杮葺切妻造りの八脚門。鎌倉時代末期の建造と想定される。 

○白石神社・鵜の背 

 唐人の姿をして彦火火出見尊が垂迹した地として、若狭一宮

元宮に位置付けられる。また、お水送り神事が行われる鵜の

瀬は、大陸・半島と若狭小浜・奈良との文化の道を示す。若

狭の仏教伝播と神仏習合を示す聖地である。 

○若狭彦神社 

 本殿・神門・随神門とも江戸時代後期の造営。いずれも桧皮

葺、素木造。古風で簡潔な神殿であるが、金箔錺金物の華麗

さが目を引く。 

○若狭姫神社 

本殿・神門・随神門とも江戸時代後期の造営。いずれも桧皮

葺、素木造。中世以降、若狭彦神社下社として、その神事の

中心地として栄える。本殿背後に中世経塚あり。 

○萬徳寺 

 多田ヶ岳東麓の自然景観に抱かれ、多田ヶ岳、長尾山を仰ぐ

庭園。江戸時代初期に作庭され若狭地方随一と賞賛される。 

○若狭国分寺跡 

 奈良時代創建の若狭国分寺跡。現在曹洞宗国分寺が存在し、

鎌倉期の重要文化財仏像を伝える。調査により検出された南

大門から金堂にかけての遺構が整備済。境内（塔跡南接）に

ある古墳墳頂に若狭姫神社を祀る。 

 

中世 

「神仏習合の社寺と暮ら

し」 
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○明通寺 

明通寺本堂は桧皮葺入母屋造りで、各部とも和様を基調とす

る。鎌倉時代正嘉2年（1258）棟上、文永2年（1265）供養。

壮重で武家時代の力感に満ちた建造物。明通寺三重塔は桧皮

葺三間三重塔婆。本堂より若干時代が下がり、鎌倉時代文永

7年（1270）棟上。総高22.12メートル。初重内部は四天柱、

脇間に彩色壁画を残している。明通寺旧境内は現存する本

堂、三重塔、客殿の周辺に二五の僧坊区画の痕跡を残す。 

○多田寺・多田神社 

 若狭国遠敷郡筆頭の多太(多田)神社は、多田ヶ岳を神体とし

て成立したと考えられ、多太(多田)寺はその神宮寺の可能性

が高い。多田寺には奈良期の仏像を多く伝え、創建の僧「勝

行」との関連も指摘されており、わが国の初期神仏習合の成

立との関連が深い。 

○妙楽寺 

 妙楽寺本堂 附厨子は桧皮葺寄棟造り。円柱・斗栱などの軒回

りは和様で、全体的に雄健で純朴清楚な味わいのある鎌倉期

の建造物。厨子に永仁4年（1296）の墨書がある。 

○羽賀寺 

 桧皮葺入母屋造りで、各部とも和様を基調とする。室町期の

火災後、奥州十三湊の日下将軍安倍康季により文安4年（1447）

に再建。 

○飯盛寺 

 茅葺寄棟造りで、各部の基調は和様を主とする。室町時代の

火災後、延徳元年（1488）再建されたことが修理により判明。

平成8年解体修理完工で、瓦葺きから近世の茅葺に変更した。 

○熊川宿・小浜旧市街 

江戸時代、若狭と京の都を結

び街道の中継点として栄えた

宿場町。町並みに沿って流れ

る前川が、妻入りと平入りの

混ざった家並みに連続性を持

たせるという特徴を持つ。

この前川は、今も生活用水

として使われており、住む人の暮らしが今も息づいている。

（※妻入りとは棟を街道に対して直角に置く建物のことで、

街道側では、屋根の三角の部分が見える。平入りとは、棟を

街道に対して平行にさせた建物のことで、街道側では軒がま

っすぐに見える。） 

 

 

近世 

「京へつながる鯖街道」 出典：WEBｻｲﾄ『若狭鯖街道熊川宿』 
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○小浜城下町（小浜西組） 

嶺南の中央、若狭地方の中心に位置する小浜市の中心市街地

は、湊町小浜と城下町によって築かれた町であり、現城下町

としては戦国期、若狭国守護武田氏が後瀬山に築城して本拠

とし、麓に町が開かれたのを皮切りに、江戸初期、京極高次

が雲浜の地に築城を始め、その後に酒井忠勝が京極氏の築城

を引き継ぎ、寛永 19年(1642)、40余年の歳月をかけて小浜城

を完成させた。酒井氏は城郭とともに城下町の整備も行い、

寛文年間(1661～1672)、小浜は約20,000人を抱える日本海屈

指の城下町となった。 

○「小浜西組」（三丁町） 

小浜市の小浜香取地区にある江戸時代に栄えた遊廓で、今も

古い家並みが残っている。近隣の商家町や寺町を含め「小浜

市小浜西組」の名称で国の重要伝統的建造物群保存地区に選

定され、伝統ある町並みの保護と活用が進んでいる。 

○諦應寺（たいおうじ）の銀杏観音 

樹齢450年のイチョウの大木に直接彫られた珍しい立木仏。町

指定の文化財である。 

 

 

中世から近世、近代 

「海に開かれた小浜城下

町」 

   

 

＜鯖街道のマップ＞ 

 

 出典：WEBｻｲﾄ『若狭鯖街道熊川宿』 
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・若狭町の多くの文化財は区で管理されているため、地域社会の崩壊は文化財の管理不足、民族文化

財や伝統技術の担い手不足などを生み出す。さらに、担い手不足から行事の簡素化や中止されるな

どの恐れがある。 

・施設やサインによる文化財をとりまく景観が阻害されている。 

・行政における文化財の位置づけを強化するとともに、文化財と住民を守る防災体制、文化財管理体

制などの強化と仕組みづくりを行政内部と地域で構築することが必要。 

・また、観光施設などの整備については、景観計画に基づくコントロールが必要。 

・その他、まだ認知されていない地域資源が多数存在している中で、まず掘り起しと調査を継続して

進め、その位置を明確にしていくこと。さらに、保存を担保する文化財指定を適切に行っていくこ

と。 

 

【活用に関する課題と対策】 

・住民の地域に対する誇りが薄らいている。 

・公開民家は設定されておらず、古墳等の史跡にしても見学等の手だては講じられていなく、また豊

富な民族文化財も観覧できるような情報がないなど、文化財を身近に感じられない。 

 

【交通環境】 

・舞鶴若狭自動車道の小浜ICから敦賀JCTまでの間（約39km）が、7月20日（日）に開通し、中京方面

から小浜市が近くなる。また、平成24年6月29日、北陸新幹線 金沢・敦賀間の着工認可が決定し、

これにより、北信越や北関東へのアクセスが格段に早くなる。 
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とも許されず、伝説に語られる斎王の中には、恋ゆえに斎王を解任されたり、恋人と引き裂かれた

り、己の命を絶って身の潔白を証明したものもいた。 

 

＜文化財（国指定5件、県指定18件、町指定25件）＞ 

・史跡斎宮跡（国指定） 

「幻の宮」とされてきた斎宮跡は、昭和45年の団地造成の

計画をきっかけに事前発掘調査が行われ、一般の住居跡か

ら出土しない緑釉陶器、蹄脚硯など多くの土器が出土し、

斎宮跡が明和町の斎宮にあったことが裏づけられた。その

後、昭和48年から3か月にわたって史跡の範囲確認調査が

行われ、東西約2.0ｋｍ、南北約0.7ｋｍの137.1ヘクター

ルにおよぶ広大な面積を占めていることが明らかになっ

た。このことからわが国の歴史・文化を解明するうえで重

要な文化遺産として、昭和54年3月27日に国指定を受けた。この斎宮は天照大神の御杖代として、

代々の天皇ごとに伊勢に派遣されていた「斎王」の御所であるとともに、その事務を取り扱った官

人の役所でもあった。 

 

・天然記念物 斎宮のハナショウブ群落 

この群生するショウブは、現在栽培されているハナショウ

ブの原種「ノハナショウブ」で平野に群生しているものは

珍しく、昭和11年12月16日に国の天然記念物に指定され

た。この花は通称「どんど花」と呼ばれ、古代にはこのあ

たり一面に群生し、花どきになると「紫の雲がたなびくよ

うに、たいへん美しいながめで、伊勢参宮客の目を楽しま

せた」と古書に記されている。このノハナショウブの群生

地も時代とともに減少してしまい、今では6アール余りの湿地に保護され、毎年６月に咲く紫紺の

花は、昔の面かげを偲ばせている。 

 

・斎宮女御集（県指定） 

徽子女王（きし／よしこじょおう、929-985）は、斎王の役職を経たのち後宮にあがり天皇に仕え、

女御の宣旨を受けたことから「斎宮女御」と呼ばれた。和歌と琴の名手であったと伝えられる。死

後編纂された『斎宮女御集』に、たおやかで優婉な和歌の数々がおさめられている。また、三十六

歌仙の中でも五人しかいない女流歌人のうちの一人である。 

 

・斎王尾野湊御禊場跡（町指定） 

明和町の北東に位置する大淀海岸はかつて「尾野湊（おののみなと）」と呼ばれており、旧暦９月

の神嘗祭の際に、大淀の浜で斎王が禊を行っていたとされている。 

 

 

 

出典：WEBｻｲﾄ『斎宮歴史博物館』 

出典：明和町ホームページ 
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＜その他歴史資源＞ 

・竹神社 

 斎王は卜定の後に「やや神に近づく」ために世俗からの隔離措置が取られ、その地を野宮と言った。

当地はかつて野宮がまつられていた場所である。中世、斎宮城であったところで、当時の石垣が今

も残されている。 

 

 

・斎王の森 

斎宮跡のシンボルゾーンとして親しまれている史跡公園。鳥

居をくぐると「斎王宮跡」を示す石碑があり、隣接する芝生広

場には、掘立柱建物の柱跡や井戸の復 元、また万葉詩人とし

ても知られる斎王、大来皇女の歌碑などが立てられている。ま

た、公園前は菖蒲園になっており、毎年６月上旬、斎王まつり

のころに紫 色の花を咲かせる。 

 

 

・佐々夫江行宮跡 

 天照大神の御霊をお祀りする場所をさがして各地をまわった倭

姫命は、伊勢の地に入ったのち大淀に御船をとめて佐々夫江にお宮

をつくり、しばらくこの地にとどまった。 

 現在山大淀の西、笹笛橋の近くの田の中に1メートルほどの高さの

碑が立っていて「竹佐々夫江旧跡」ときざんである。 

 

 

 

・業平松 

 その昔斎王が、伊勢へ狩りの使いに来た在原業平との決別を惜

しみ、歌を詠み交わしたという故事により、大淀にあるこの松を

業平松というようになった。現在の松は三代目で、周囲は業平公

園となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：明和町ホームページ 

出典：明和町ホームページ 

出典：明和町ホームページ 
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○斎宮跡出土品 

斎宮跡からは、奈

良時代や平安時代

の大溝や大型掘立

柱建物が発見さ

れ、祭祀用の大型

士馬、宮廷用のす

ずりと見られる蹄

脚硯（ていきゃく

けん）が出土して

いる。蹄脚硯は、全国でも平城京・大宰府・法華寺・大安寺

しか発見されていない類のもので、宮殿の官人たちが使って

いたものである。他にも、大量の緑釉（りょくゆう）陶器や

墨書士器が出土している。 

緑釉陶器は、平城京や大宰府をはるかにしのぐ量が発掘され

たにもかかわらず、窯跡は県下に確認されていないことから、

斎王とともに京の都から持ち込まれたと考えられている。 

 

飛鳥～平安 

○斎宮のハナショウブ群落 

明和町の町花で、別名「どんど花」。毎年５月下旬～６月上旬 

にかけて、濃紫色の美しい花が咲く。平野に群生しているの

は珍しく、国の天然記念物として昭和１１年（１９３６）

１２月１６日に指定された。 

 

 

― 

○斎宮女御集 

斎王を経て後宮にあがり、天皇に召し仕え女御の位をうけた

徽子女王（きし／よしこじょおう）が得意とした和歌を、

彼女の没後再編した歌集。 

 

鎌倉 

○斎王尾野湊御禊場跡 

明和町の北東に位置する大淀海岸はかつて「尾野湊（おのの

みなと）」と呼ばれており、旧暦九月の神嘗祭の際に、大

淀の浜で斎王が禊を行っていたとされている。 

 

― 

   

 

＜その他伊勢神宮関連＞ 

○伊勢街道 

 正式名称は伊勢参宮街道。日本の各方面から伊勢神宮への参拝

道として整備された街道で、現在は県道４２８号線になってい

る。屋根の特徴的な模様、江戸時代中期の門、鬼門瓦、雁木や

格子戸の残る家などが点在している。 

 

  

 

江戸 

 

出典：明和町ホームページ 
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○藤原京跡朱雀大路跡 

朱雀大路（すざくおおじ）は、藤原京を東西に分ける幅24m

の道路である。儀礼を行うだけでなく、藤原京の呼び方の基

準となった。 

 

出典：橿原市『藤原宮跡から天香具山エリアマップ』 

○飛鳥寺跡 

飛鳥時代、飛鳥地方における最大の寺院。 

○橘寺境内 

創建の事情や年代については明確ではない。聖徳太子伝暦に

よれば太子がこの地で勝鬘経（しょうまんきょう）を講ぜら

れたとき、瑞祥があり、それによって仏堂を建立したとある。 

○本薬師寺跡 

天武天皇が皇后（後の持統天皇）の病気平癒を祈って建立し

た寺院である。 

○大官大寺跡 

7世紀後半～末にかけて国家の経営する大寺として、雄姿を誇

り朱鳥元年（686年）には天武天皇の病気回復の祈願が行われ、

持統天皇の時梵鐘を鋳造、文武天皇の時には九重塔や金堂が

完成し飛鳥の大寺院の一つとして荘厳をきわめたといわれ

る。 

 

国家宗教としての 

仏教寺院の成立 
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がある。 

 

【参考：当時代に活躍した女性たち】 

①善信尼（わが国最初の出家尼僧） 

584年に11歳で、渡来系氏族の娘である禅蔵尼・恵善尼とともに出家した。 

しかし、仏教の弾圧を受けている時代でもあり、正式に尼になるために、百済に渡って得度、帰国

後は桜井寺（明日香村豊浦付近）に居住した。日本で最初に出家した尼僧で、仏教興隆にも尽力

した。古来、女性が神に近いと存在とされていたことから、最初の出家僧は女性尼僧であった。 

【関連する資産】都塚古墳・細川谷古墳群・欽明天皇陵・於美阿志神社・檜前大田遺跡･真弓鑵子塚

古墳・豊浦寺・飛鳥寺・豊浦寺の仏像 

【関連する人物】欽明天皇・蘇我稲目・蘇我堅塩媛・穴穂部間人皇女・物部尾興・聖明王･東漢氏・

司馬達筆・鞍作鳥・恵使・禅蔵尼・恵善尼 

 

②推古天皇（わが国最初の女性天皇） 

在位５９２～６２８年。蘇我氏の後盾を得て、飛鳥最初の女帝として即位した。その後３０数年

の長期間安定政権を維持し、聖徳太子・蘇我馬子を補佐官として能力を発揮させながら、数々の政

策を行った。 

【関連する資産】豊浦宮・小墾田宮・島庄遺跡・飛鳥寺・飛鳥大仏・豊浦寺・山田道･石舞台古墳 

【関連する人物】聖徳太子・蘇我馬子・鞍作鳥・蘇我堅塩媛・穴穂部間人皇女・蝪帝･小野妹子 

 

③皇極（斉明）天皇（変革の時代を生きた女皇） 

在位642～645年、655～661年。紆明天皇の皇后で、天智・天武天皇の母。 

シャーマニズム（巫師・祈祷師崇拝）的な性格を持ちながらも、乙巳の変、大化改新、白村江の

戦いなどの時代の変換点を経験することによって、飛鳥の国づくりのために大規模な改革を実践し

た。この時代は、隣接する韓半島で百済・高句麗が滅び、統一新羅が出現。この動乱の東アジア世

界の中、我が国も新しい国家体制づくりを急ぎ、唐や韓半島を意識しながら急激な改革を行う。 

【関連する資産】飛鳥宮跡（板蓋宮・後岡本宮）・甘樫丘・飛鳥寺西・入鹿首塚・水落遺跡･石神遺

跡・須弥山石・石人像・酒船石遺跡・亀形石・猿石・飛鳥京跡苑池稲淵宮殿跡・牽牛子塚古墳・

越塚御門古墳・南無天踊・飛鳥蹴鞠・南淵請安先生の墓 

【関連する人物】中大兄皇子・中臣鎌足・南淵請安・間人皇女・大田皇女 

 

④持統天皇（夫･天武天皇と共に日本最初の都城･藤原京を作る） 

在位686～697年。古代最大の内乱であった壬申の乱を経験し、（夫である）天武天皇と共に、夫

婦で国づくりに励んだ。そして、天武天皇の意志を受け継ぎ、日本最初の都城を作りあげ、「日本

国」が誕生した。 

【関連する資産】飛鳥宮跡・大極殿・飛鳥池工房・富本銭・天皇木簡・天武持統陵・藤原宮跡･藤原

京跡・大官大寺・本薬師寺・大和三山・和同開珎・中尾山古墳キトラ古墳・高松塚古墳・壁画・

芋峠 

【関連する人物】天武天皇・文武天皇・大津皇子・草壁皇子・藤原不比等 
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○大多府漁港元禄防波堤 

元禄11(1698)年、「大多府に港を整備せよ」との藩命により

津田永忠は延長約130m、幅6m、高さ5m の石積みの防波堤を

大多府島に作った。わが国で現存する数少ない明治以前の防

波堤の中で最も優れた構造物のひとつであるという評価が

されている。 

○片上港 

京都から池田輝政らの遺骸を陸へ揚げた港。 

 

○「備前陶器窯跡」、「備前熊山古窯跡群」「下山龍王山古窯跡

群」、「天保窯」 

備前焼を生産した遺跡群（窯） 

○伊部の街並 

窯元、作家が軒を連ね、登窯の煙突が独特の景観をみせる 

○近備前焼を使った塀や土留め 

近世の山陽道の面影を残す伊部の東西通りと点在する 

○医王山、不老山、榧原山など古窯が点在する山々に囲まれた

伊部 

○昭和43年岡山県の行政発掘の第１号が行われた不老山東

口・西口窯と大ヶ池を縦断する山陽新幹線の高架 

○天津神社 

陶祖を祀る忌部神社がある宮山からの眺望と備前焼の屋根

瓦、参道などがある。 

○長法寺 

備前焼作家の檀家が多い。 

○窯業を母体として成立した耐火煉瓦工業の近代化遺産群と 

煙突群 

○備前焼の積出拠点とされる浦伊部の来住家と市指定史跡「伝

太閤門跡」、妙圀寺 

 

備前焼を生み、栄えるまち 

○山上伽藍八塔寺の旧跡 

八塔寺（はっとうじ）は、岡山県備前市吉永町加賀美にある

天台宗の寺院である。山上全体が、ふるさと村 (岡山県)と

して登録され、保存・整備が行なわれている。 

○中世山岳仏教 

 備前市では、山岳仏教が盛んだった。 

「石小(子)詰の塚」鎌倉時代の石造、行者が祈念し、生きな

がら成仏したと伝えられている五輪塔である。 

○三国郵便局の局舎 

昭和12年に建てられたこの建物は木造の局舎としては数少

ない戦前築の現役郵便局。 

中世山岳仏教の栄華とふる

さと村の景観 
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相良氏の居城であり、球

磨川と胸川を堀がわりに

した特異の築城と、石垣

のはね出しが建築史上珍

しい人吉城跡。また、そ

の支城で侍屋敷の地が残

り、歴代の上相良氏当主

等を埋葬する青蓮寺古塔

碑群・蓮花寺跡古塔碑群、

下相良氏や統一後の相良氏当主等を埋葬する相良家墓地な

ど、相良700年の歴史を実証する史跡が多数存在している。 

 

○“ほとけの里”人吉球磨 

 人吉球磨地域の仏教文化は、鎌倉時代の相良氏以降、外敵か

ら侵略されることなく戦火にさらされることもなかったた

め、今も多くの仏像美術が残っている、県内の国・県指定の

仏像の4割近くがこの地域に集中しており、九州でも質・量

ともに類を見ないほどの仏像美術が栄えた“ほとけの里”と

して知られている。 

○人吉球磨の特色ある仏像群 

 人吉・球磨地域の仏像の特

徴は、①平安時代に造られ

た仏像が多く存在、②在銘

の仏像が5件もあること

（九州全体で15件）、③毘

沙門天像や四天王像とい

った天部像と観音像が多

いこと、などが挙げられる。特に地方都市においてこの地域

ほど多くの仏像が集中する地域は例がない。明道寺の木造阿

弥陀如来及両脇侍像と勝福寺の木造毘沙門天立像は九州で

も数少ない在銘の仏像であり、全国の優れた仏像と比べても

遜色のない彫刻技術による。 

 その他の仏教美術も豊富で、一連の仏教史を紐解くことがで

き、住民の信仰深さをうかがい知ることができる貴重な資料

である。 

 

 

 

テーマ２ 

“ほとけの里”の仏教美術

の精華 

出典：熊本県資料『人吉球磨の歴史文化遺産』 

出典：人吉市ホームページ 
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○信仰・祈りの文化 

・球磨神楽（平成25年3月国重

要無形文化財指定） 

 「神がかり」的要素を多く含

み、他の神楽と違う独特の発

展を遂げた神楽。戦国時代の

相良家当主による奉納の記

録が残り、550年以上伝承されてきた。青井阿蘇神社での奉

納を皮切りに、郡内43神社の秋の大例祭で奉納されている。 

・隠れ念仏（禁制下の一向宗信仰） 

・相良三十三観音めぐり 

 江戸時代中期、人吉藩老家の井口氏により、郡内の観音堂の

中から三十三観音が選定される。それ以降、庶民の観音信仰

に支えられ、信仰と巡礼を基調とする形が次第に整っていっ

た。現在でも、春と秋の彼岸の際に、近年の健康ブームに合

わせた「三十三観音健康ウォークラリー」や、バスで三十三

観音を巡るツアーなども開催されている。この春と秋の一斉

開帳の際は、観覧者に対し、湯茶のみならず、地元ならでは

の郷土料理でもてなす「お接待」という習慣があり、各観音

堂ごとに工夫を凝らした料理が並べられる。来観者の中には

地元の人々との交流とともに「お接待」を楽しみに訪れる方

も多い。 

②庶民文化 

・ウンスンカルタ（遊戯法：昭和40年2月県無形民俗文化財指

定） 

 戦国時代末に日本へ伝来したカルタが、江戸時代に改良され

普及したのがウンスンカルタ。しかし幕府の禁制によりほと

んどの地域で廃れ、現在まで遊び方が伝わるのは当地のみで

ある。 

・温泉 

 文献によれば戦国時代には人吉に温泉が存在したとあり、

500年以上の歴史を持つ。明治以降、市内各所に旅館・湯治

場が設けられて温泉街として発展し、今に続いている。 

・臼太鼓踊り 

・棒踊り 

・虎踊り 

・球磨地域の民謡（五木の子守歌、球磨の六調子、球磨川舟歌

など） 

 

 

テーマ３ 

相良700年の歴史のもとで 

根付き継承された無形の文化 

出典：熊本県資料『人吉球磨の歴史文化遺産』 



65 

③焼酎文化 

・球磨焼酎 

 人吉藩による新田開発と豊かな米生産を背景に、江戸時代を

通じて球磨焼酎は米を原料として生産され、庶民に広く愛飲

された。明治の文豪田山花袋もその芳醇な香りを絶賛した文

章を残したほどである。平成7年、国税局の地理的表示の産

地指定を受けたことで、球磨焼酎は、スコッチウイスキーと

肩を並べる国際的ブランドとなった。現在では28蔵元が各自

の銘柄で切磋琢磨しながら。「球磨焼酎」の普及に取り組ん

でいる。 

・球磨拳 

 球磨焼酎文化の中で、遊ばれる拳遊びの一種。 

・太田家住宅（昭和48年2月国重要文化財指定） 

 江戸末期の曲がりや風の外観を持った農家。倉本屋の屋号で

焼酎造りも行っていた。 

・石倉   

明治30～40年代の鹿児島線（現肥薩線）の建設に伴い、多く

の石工と石材が集められた。工事終了後に、仕事のない石工

たちが、残った石材を利用して、郡内各地に焼酎の工場や貯

蔵庫として、また農業用の穀物貯蔵庫などとして多くの石倉

を建設し、現在まで160棟ほどが残っている。一地域だけで

これだけの数が密集しているのは全国的に珍しい。 

○江戸時代の寛文5(1665)年に林正盛が球磨川舟運を開拓し、

人・物の交流はそれまでの陸路から川へと変遷する。明治に

入り、文明開化による西洋文化の流入により、交通手段も大

きな転機を迎える。蒸気機関車を用いた鉄道が登場し、移動

輸送形態も大きな転機を迎えた。近代産業遺産群でもある肥

薩線は、比類なき価値を持つ鉄道遺産であり、圏域の市町村

とともに世界遺産登録の推進活動を展開している。 

○肥薩線 

 肥薩線は、熊本県八代市の

八代駅から鹿児島県霧島

市の隼人駅に至る鉄道路

線である。明治42年11月21

日、難工事といわれた人吉

－吉松間が開通し、現在の肥薩線が開通。人吉駅の石積みの

機関車庫、日本で唯一ループ線の中にスイッチバックを併せ

持つ大畑駅、アメリカ製の鉄橋、多くの木造駅舎などをはじ

め、当時の鉄道・土木技術を駆使して建造されたトンネル、

 

テーマ４ 

100年レイル肥薩線と近代

鉄道遺産 

出典：熊本県資料『人吉球磨の歴史文化遺産』 
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橋梁、築提などが、集約された形で残る貴重な鉄道路線であ

る。肥薩線の価値は構成施設のほとんどが、当時の姿のまま、

今も稼動しながら残っているところにある。 

○くま川鉄道 

 くま川鉄道は、旧鉄道省に

よって1921(大正10)年に

起工し、1923(大正13年)3

月30日より営業を開始し

た旧鉄道省湯前線である。

熊本と鹿児島を結ぶＪＲ肥薩線の人吉駅(くま川鉄道の駅名

は人吉温泉駅)を基点とし、湯沢駅を終点とする全長24.9km

の路線であり、1989(平成元)年、10月1日以降、地元市町村等

が出資する第3セクター「くま川鉄道株式会社」によって運営

されている。旧湯前線開業から90年を迎え、新たな施策とし

て、新型車両の導入や登録有形文化財制度を活用した事業を

行っている。 
   

 

出典：熊本県資料『人吉球磨の歴史文化遺産』 

 

出典：熊本県資料『人吉球磨の歴史文化遺産』 
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２．実態調査結果を踏まえた課題の整理 

10地域への実態調査の結果を踏まえて、各地域に共通する事象及び他地域にはみられない特徴的な

取組や課題等を抽出し、文化財のパッケージ化やストーリー構築等を図る上で重要となる課題につい

て、以下の項目別に整理する。 

【課題整理の項目立て】 

（１）文化財のパッケージ化 

（２）文化財群を結びつけるストーリーについて 

①ストーリーの設定 

②ストーリーの定着 

（３）地域活性化の取組実態と課題 

①情報発信 

②人材育成・普及啓発・継承事業 

③環境整備 

（４）その他 

 

（１）文化財のパッケージ化について 

○文化財保護法における文化財の定義や指定・未指定に関係なく、地域に根付き大切にされている歴

史的・文化的要素を持つ資源を捉えて、パッケージ化している事例がみられる。（遠野市、小浜市・

若狭町、備前市、人吉球磨地域） 

○様々な歴史文化を有する場合は、複数のテーマ別に文化財をパッケージ化している事例がみられる。

（高山市、小浜市・若狭町、備前市、人吉球磨地域） 

○パッケージ化する文化財の数が多い反面、ストーリーとの密接な関係が弱い事例がみられる。（人

吉球磨地域） 

 

 地域に点在する多様な文化財を文化財保護法における指定・未指定に関係なく、地域

に根付き大切にされているものをパッケージ化することが望ましい。 

 多様な歴史文化に基づく数多くの文化財を有する場合は、複数のテーマ別にグループ

を整理するとともに、とりわけストーリーと密接な関係にある文化財については、特

別にパッケージ化することが有効である。 
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（２）文化財群を結びつけるストーリーについて 

①ストーリーの設定 

○いずれの地域でも、文化財のパッケージ化とストーリー設定は検討されているが、長い歴史や数

多くの文化財を網羅的に取り込む反面、テーマが散在し抽象的な印象となってしまう事例がみら

れる一方、共通した要素を見出し対外的に分かりやすくインパクトのあるストーリーを構築して

いる事例もある。（共通） 

○一方、歴史的経緯からみると複数のストーリーに分類される地域において、かつての国の範囲や

街道・路（みち）、山岳・盆地などの地理的要素が複数のストーリーをつなぐキーワードになっ

ている事例がみられる。（総社市、若狭町・小浜市、人吉球磨地域） 

 

②ストーリーの定着 

○地域に根付いたストーリーが、伝承や演劇等の形で現代に受け継がれており、それらの活動が地

域固有の精神の形成にも寄与している事例がみられる。（遠野市、若狭町、明日香村） 

○個別の文化財は地域に認知されているが、ストーリーとしてはこれから地域への定着を図ってい

く必要性を感じている事例がみられる。（明和町、備前市） 

 

 長い歴史とともに複数のストーリーが形成されてきた地域においては、その地域の風

土や気象条件等の地理的要素を横串としてストーリーを構築することが望ましい。 

 文化財のパッケージ化とストーリー構築には、インパクトと分かりやすさを考慮した

設定が必要である。 

 地域に根付いたストーリーを現代に受け継ぐための地域住民の主体的な活動を支援

する仕組みが必要である。 
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（３）地域活性化の取組実態と課題 

①情報発信 

○ホームページやSNSによる情報発信、パンフレット・ガイドブックの作成・配布、ラジオやケー

ブルテレビを通じた配信、タブレット端末による案内、ガイドアプリの開発・配信、国内外での

企画展、記念日の制定など様々な工夫が行われている。（共通） 

○長い歴史や数多くの文化財を網羅的に取り込む反面、テーマが散在し地域固有の歴史や文化財群

の魅力が十分に伝わらない事例がみられる。（備前市、人吉球磨地域） 

○国外への効果的な情報発信を行うため、多言語に対応した情報発信の必要性が高まっている。（共

通） 

○市役所内に国外向けの情報発信を専属で行う部署を設置しており、また、ミシュラン（ミシュラ

ン・グリーンガイド・ジャポン）で３つ星観光地として選ばれたことによって外国人観光客が増

加している事例がみられる。（高山市） 

○旅行会社やインバウンド事業を通じた情報発信など、文化財のPRに加えて宿泊や飲食、自然環境

等の地域資源の要素も取り入れた観光プロモーションとしての国内外への情報発信が進められ

つつある。（明和町、人吉球磨地域） 

 

 地域固有の歴史や文化財群の魅力を、如何にわかりやすくインパクトのあるストー

リーとして情報発信するかが重要である。 

 国外への効果的な情報発信戦略として、多言語に対応した情報発信ツールの整備、

国外への情報発信体制の構築、世界的に認知度の高い観光情報媒体（ミシュラン、

トリップアドバイザー等）に認められるような情報発信戦略の構築等を図ることが

有効である。 

 文化財のみでなく、宿泊や飲食等も含め総合的な観光プロモーションとして情報発

信していくことが有効である。 

 日本遺産を世界に発信していくため、全国の日本遺産の情報や活用事例等を包括的

にとりまとめ、我が国の「日本遺産」として束になってアピールする体制づくりが

必要となる。 
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②人材育成・普及啓発・継承事業 

○フォーラムやシンポジウム、語り部、出前授業、セミナー等、地域住民の理解促進や郷土愛の醸

成につながる様々な取組が行われている。（共通） 

○ボランティアガイドの高齢化等による人材不足が問題視されており、新たなガイド人材の育成が

必要とされている。（明和町、橿原市・明日香村、備前市） 

○新たな制度の創設と運用によって、地域住民が主体的に地元の文化財を維持・補修、活用する仕

組みを構築している事例がみられる。（遠野市） 

○市民の観光客に対するおもてなしの心が更なる観光客を呼び、誇りに繋がっている事例がみ

られる。（高山市） 

 

 文化財の整備・活用にとどまることなく、地域住民の理解促進や郷土愛の醸成につ

ながる様々な取組を総合的に実施することが有効である。 

 地域のストーリーを案内するガイド人材の育成と確保が課題となっている。 

 地域に根付いたストーリーを現代に受け継ぐための地域住民の主体的な活動を支援

する仕組みが必要である。（再掲） 

 地域住民一人ひとりが、地域の歴史や文化財に誇りを持ち、観光客に自身を持って

紹介する（おもてなし）ことができるような雰囲気づくり、普及啓発を行うことが

重要である。 

 行政、専門家（研究者など）、民間（住民、地元企業）が三位一体となった連携・協

力体制を構築することに加え、それを俯瞰し、コーディネートする人材の発掘・育

成が必要である。 
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③環境整備 

○ほとんどの地域で歴史文化に関する学習や体験、展示を行う拠点施設を有している。 

○案内サイン等への多言語対応や交通環境の整備等が課題とされている一方で、過剰な整備によっ

て文化財群が持っている世界観が損なわれることに対する問題提起もみられる。 

○地域独自のストーリーを体感するための滞在プログラムによって文化財を効果的に活用してい

る事例（来島海峡急流観潮船、十二単の着付け体験、劇団観賞等）がみられる。（今治市、明和

町、明日香村） 

 

 文化財や周辺の環境が有する独自の世界観を保ちつつ、展示・学習・体験等の機能

を有する拠点施設や多言語対応型の説明版等の設置など、周辺環境を含めて適切な

範囲で一体的に整備することが望ましい。 

 地域独自のストーリーを体感するための滞在プログラムの開発などソフト面での環

境整備も必要とされる。 

 

 

（４）その他 

○文化財の保護だけでなく活用を図っていくにあたっては、活動の担い手や行政職員の人材不足が問

題視されている。（遠野市） 

○文化財担当部局のみではなく企画や観光セクションと協働した体制や専属的なセクションを設け

ている事例もみられる。（高山市、明和町、人吉球磨地域） 

○文化財の保護と活用による地域振興の取組みは各地域で進められつつあるが、それらの情報を共有

する場がない。 

 

 地域の文化財が永く守られていくことが、地域資源として文化財を活用できること

につながるため、全体を捉えた計画・ビジョンが必要である。 

 文化、観光、教育など多岐に渡る日本遺産事業を推進していくにあたって、歴史と

ストーリーを理解し、専属的に事業を推進するための人材を育成・確保する取組が

必要である。 

 日本遺産の事業に取組む地域が集まり、情報を共有し互いに研磨していくための広

域的なネットワークやプラットフォームとなる場が必要である。 
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Ⅳ まとめ 

実態調査の結果やそれに基づく文化財のパッケージ化及びストーリー構築等における課題研究の

結果を踏まえると、文化財や伝統文化を通じた地域の活性化を図るためには、歴史的経緯や、地域の

風土に根ざし世代を超えて受け継がれている伝承、風習等を踏まえたストーリーの下に有形・無形の

文化財をパッケージ化し、これらの活用を図る中で、情報発信や人材育成・伝承、環境整備などの取

組みを効果的に進めていくことが求められる。そこで、各地域の創意工夫によってこれらの取組みを

進めるために有効な措置として考えられる「日本遺産（Japan Heritage）」事業について以下のとお

りまとめた。 

 

Ⅰ．「日本遺産」事業創設の背景 

 ○ 我が国の文化財行政は、これまで、文化財保護法に基づき、国宝、重要文化財、史跡名勝天然

記念物など文化財の類型ごとに指定等を行うことにより、一定の規制の下、いわば“点”として保

存・活用を図ることを中心に展開してきた。 

 

 ○ 一方で、地域における文化財のより効果的な保存・活用を図るためには、文化財をその類型を

超えて総合的に把握し、それらを一定のテーマやストーリーの下で捉えることが有効であることか

ら、文化庁においては、市町村による「歴史文化基本構想」の策定を推奨している。しかしながら、

平成26年8月現在、同構想の策定済み市町村は全国で38市町村にとどまっているほか、策定済み市

町村においても、それらを実際に活用して成果を上げている事例は必ずしも多くないなど、いまだ

取組が十分に浸透しているとは言えない状況にある。 

 

 ○ また、近年、世界文化遺産への登録を通じた取組などにも見られるように、地域に所在する文

化財について、まちづくりの核としての潜在的な可能性が見出され、これらを積極的に活用するこ

とによって地域を活性化する機運の高まりが見られる。 

 

 ○ 我が国には有形・無形の優れた文化財が各地に数多く存在しており、それらにストーリー性な

どの付加価値を付けつつ魅力を発信する体制を整備するとともに、文化財を核に当該地域（周辺部

も含めて）の産業振興・観光振興や人材育成等とも連動して一体的なまちづくり政策を進めること

が、地域住民のアイデンティティの再確認や地域のブランド化等にも貢献し、ひいては地方創生に

大いに資するものとなる。 

 

 ○  各地方自治体においては、上記のような効果を念頭に文化財を積極的に活用した取組を行って

いくことが望まれるが、国においては、そうした意欲的な地方自治体を後押しする施策の実施が必

要である。 

 

 ○  そのための有効な方策として、地域の歴史的魅力や特色を通じて我が国の文化・伝統を語るス

トーリーを「日本遺産（Japan Heritage）」として認定し、ストーリーを語る上で不可欠な魅力あ

る有形・無形の文化財群を総合的に活用する取組を支援する事業を創設することが適当である。 
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Ⅱ．「日本遺産」事業の方向性 

日本遺産事業の設計に先立ち、既に文化財を活用した地域振興を行っている地方自治体の先行事例10

件について実態調査を行った。その際得られた課題を踏まえ、文化財を活用・発信して地域の活性化に

つなげていくために、以下のような方向性が有効と考えられる。 

 

（１）地域に点在する文化財を把握し、ストーリーによりパッケージ化する 

○ 地域に点在する多様な文化財を総合的に把握した上で、文化財保護法上の類型や指定の有無にと

らわれず一定のストーリーの下にパッケージ化し、文化財群として分野横断的・総合的に捉えるこ

とによって、地域の歴史・文化・風土と文化財群との関わりが明確になり、新たな地域の魅力を見

いだすことが可能となる。 

 

（２）地域全体として一体的に整備・活用する 

○ ストーリーを体感するための展示・学習・体験等の機能の整備や説明板等の設置、ガイド人材の

育成・確保など、ハード・ソフトの両面から一体的に整備することによって、ガイダンス機能が強

化され、来訪者が文化財と周辺地域との歴史的な関わりをより深く理解することが可能となる。 

 

○ また、域内における学校教育や生涯学習において取り上げるなど、地域への理解を深め、郷土愛

の育成につながるような、様々な取組を総合的に実施することが有効である。 

 

（３）国内外へ積極的かつ戦略的・効果的に発信する 

○ 世界文化遺産に見られる、文化財群へのストーリー性の加味は、世界文化遺産というブランドの

インパクトと分かりやすいストーリー性と合わせて、それらが存在する地域そのものへの関心を喚

起し、多くの人々が世界文化遺産を訪れる契機ともなっている。 

 

○ 歴史的経緯を踏まえたストーリーを構築し、文化財群を通じて地域の魅力や特色を分かりやすく

説明することは、地域住民の理解・協力の促進につながるとともに、広く国内外において認識が広

がる点で有効である。 

 

○ さらに、姉妹都市関係や海外事務所などの既存資源を最大限に活用したり、英語、中国語、韓国

語をはじめとして、各地域が必要とする外国語を用いるなど、日本国内のみならず、外国に対して

も効果的に発信を行う。 
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Ⅲ．事業のスキーム 

１．事業概要 

○ 地域の歴史的魅力や特色を通じて我が国の文化・伝統を語るストーリーを「日本遺産（Japan 

Heritage）」に認定するとともに、ストーリーを語る上で不可欠な魅力ある有形・無形の文化財群

を地域が主体となって総合的に整備・活用し、国内外に戦略的に発信することにより、地域の活

性化を図る。 

 

○ これは、言わば、文化財版の「クールジャパン戦略」とも言うべき施策であり、文化財に対して

新たな価値を付与したり規制を課したりするものではない。 

 

○ したがって、文化財保護法に基づく新たな「制度」として実施するものではなく、世界文化遺産

との間にも上下関係はない（日本遺産としての認定が今後の世界文化遺産推薦の前提となるもの

ではなく、世界文化遺産への道を閉ざすものでもない）。 

 

２．日本遺産として認定するストーリー 

○ 日本遺産として認定するストーリーは、以下の点を踏まえた内容とする（文化財そのものを認定

の対象とすることはしない）。 

・  歴史的経緯や、地域の風土に根ざし世代を超えて受け継がれている伝承、風習等を踏まえたも

のであること。 

・   ストーリーの中核には、地域の魅力として発信する明確なテーマを設定の上、建造物や遺跡・

名勝地、祭りなど、地域に根ざして継承・保存がなされている文化財にまつわるものを据えるこ

と。 

・  単に地域の歴史や文化財の価値を解説するだけのものになっていないこと。 

 

○ ストーリーは、その地域の歴史や文化財に関する専門的知識を持たない人にも理解できる説明を

心がけ、人々の興味や関心を引き起こすような構成とすることが必要である。 

 

○ ストーリーのタイプとしては、単一の市町村内でストーリーが完結する「地域型」と、複数の市

町村にまたがってストーリーが展開する「シリアル型」の２種類とする。 

 

３．ストーリーを語る上で不可欠な文化財群 

○ 地域に受け継がれている有形・無形のあらゆる文化財を対象とし、地方指定や未指定の文化財も

可能とする。 

 

○ 日本遺産のストーリーが我が国の文化・伝統を語るものであることから、文化財群の中に国指

定・選定のものを必ず一つは含めることとする。 

 

○ なお、ストーリーを語る上で不可欠な文化財であるか否かの観点から、対象を充分に精査の上、

リストを作成し、一覧に供するものとする。 
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４．認定申請の手続き 

（１）申請者 

○ 日本遺産の申請者は市町村とし、文化庁への申請は都道府県を経由して行うこととする。 

  

○ ストーリーが複数の市町村にまたがるシリアル型の場合、原則として市町村の連名で申請を行う

こととし、文化庁への申請はその代表となる市町村が所在する都道府県を経由して行うこととする。 

なお、都道府県が管下の市町村（申請者）間の連絡調整等を行う場合は、当該都道府県が市町村

に代わって申請者となることも可能とする。 

 

○ 同一都道府県内で複数の申請がある場合、都道府県において各案件の優先順位を付した上で文化

庁へ申請することとする。 

 

（２）認定申請を行うに当たっての条件 

○ 認定申請を行うことができるのは、本事業の趣旨・目的にかんがみ、歴史文化基本構想又は歴史

的風致維持向上計画を策定済みの市町村、若しくは世界文化遺産の構成資産を有する市町村世界文

化遺産暫定一覧表記載・候補案件の構成資産を有する市町村とすることが適当である。 

 

 ○ このような条件をつけるのは、以下の３点の理由による。 

・ 既に、域内の文化財を総合的に把握しているなど、ストーリー立てなどの点で日本遺産として

のストーリーを構築しやすい素地があること。 

・ 総合的把握がされた文化財の活用のための体制が整っていること。 

・ 従来から文化財を大切にした地域づくりが行われており、その努力を地域の活性化につなげる

ことが比較的容易であること。 

 

 ○ なお、地域型の申請の場合は上記の条件を必須とするが、シリアル型の申請の場合は、ストーリ

ーがまたがる全ての市町村において上記条件を満たすことが望ましいものの、厳密には求めないこ

ととする。 

 

（３）認定基準 

 ○ 認定基準としては以下のような視点に立って設定する。 

① ストーリーの内容が、当該地域の際立った歴史的特徴・特色を示すものであるとともに我が国

の魅力を十分に伝えるものとなっていること。 

 

② 日本遺産という資源を活かした地域づくりについての将来像（ビジョン）と、実現に向けた具

体的な方策が適切に示されていること。 

 

③ ストーリーの国内外への戦略的・効果的な発信など、日本遺産を通じた地域活性化の推進が可

能となる体制が整備されていること。 
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（４）認定の可否 

 ○ 日本遺産としての認定可否は、文化庁に設置する外部有識者で構成される審査委員会の審査結果

を踏まえて、文化庁が決定する。 

 

○ 本事業は、未指定も含めた文化財の積極的活用を図ることを意図しているものであり、文化財保

護法に基づく制度として実施するものではないため、審査委員会は文化審議会の下には置かない。 

 

 ○ なお、実際に認定を行うに当たっては、地域的バランスやストーリーの多様性等を考慮すること

が適当である。 

 

（５）認定件数 

○ ２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックまでに、年間の訪日外国人旅行者数２０００万

人を達成するという政府方針が示されている。これら旅行者が日本全国を周遊し、地域の活性化に

結び付くようにするためには、観光客の受け皿となるべき日本遺産が日本各地にバランス良く存在

することが理想的である。 

 

○ 一方で日本遺産としてのブランド力を保つためには、認定件数を一定程度限定することが有効と

考えられる。 

 

○ 以上を踏まえ、日本遺産の認定件数は、２０２０年までに１００件程度とすることが適当である。 

 

５．地方自治体への財政支援 

（１）国による支援策 

  日本遺産事業において、国は地方自治体が実施する概ね以下のような取組に対して支援を行う。 

① 情報発信・人材育成 

 地方自治体における日本遺産の情報発信の推進と、情報発信を行う人材育成を支援する。 

 具体的には、日本遺産のＰＲや官民の連携推進等を行う日本遺産コーディネーター（仮称）の

配置、日本遺産の多言語によるＨＰやパンフレットの作成、ボランティア解説員の育成等に対

して支援を行う。 

 

② 普及啓発 

 地方自治体が行う発表会、展覧会、ワークショップ、シンポジウムといった普及啓発事業を支

援する。 

 具体的には、国内外での日本遺産ＰＲイベントの開催、ご当地検定の実施等に対して支援を行

う。 

 

③ 公開活用のための整備 

 自治体が実施する文化財群の公開活用のための整備（ストーリーの理解に有効なガイダンス機

能の強化措置）を支援する。 
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 具体的には、ガイダンス設備の整備、トイレ・ベンチや説明板等の設置、警報・消火・防犯設

備、耐震診断等の防災対策等を支援する。 

 

（２）支援事業実施にあたっての留意点 

○ 地方自治体への支援は、日本遺産として認定後、日本遺産を通じて地域の活性化を図る取組に対

し、その内容を精査のうえ実施する。 

○ 地方自治体が実施する取組への支援期間は５年以内とし、期間終了後は当該地域において自立的

に活性化の取組を継続する必要がある。 

 

○ 本事業の実施に当たっては、市町村の文化財担当部局のみならず、観光、地域振興等の関連部局

や、ＮＰＯ、文化財保存団体、商工会議所、観光業者といった民間団体とも連携・協力するなど、

地域全体で実施する体制を整えていることが必要である。 

 

○ 地方自治体は、支援事業の実施に当たり、明確な成果目標を設定する。 

 

○ 上記の成果目標の達成状況を適切に把握し、更なる改善につなげていくＰＤＣＡ体制を導入する

等、本事業を通じ、確実に地域が自立的に活性化に取り組んでいける仕組みを構築していく。 
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